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公益社団法人全日本不動産協会神奈川県本部 川崎支部 

 支 部 会 則  

 
 

第１章 総 則 

 

（趣旨） 

第１条   この支部会則（以下「本会則」という。）は、公益社団法人全日本不動産

協会神奈川県本部（以下「県本部」という。）組織運営細則第４条の規定に

基づき支部を設置し、その組織及び運営に関する基本的事項について定めた

ものである。 
 
（支部の名称） 
第２条   支部は、公益社団法人全日本不動産協会神奈川県本部 川崎支部（以下「本

支部」という。）と称する。 
 
（支部の事務所） 
第３条   本支部の事務所は、川崎市内に置く。 
 
（支部の目的） 

第４条   本支部は、県本部の下部組織として、県本部組織運営細則及び県本部支部

組織運営細則に定めるところによる本会則に基づき、会員相互の親睦と交流

を図り情報の交換・会員相互の事業の発展、不動産に関する知識の普及・指

導啓発を行い、業界の近代化を推進し、公共の福祉の増進に寄与することを

目的とする。 
 
 

第２章 入 会 資 格 審 査 

 

（会員の資格） 
第５条   入会して会員になろうとする者は、川崎市内に事務所を有する宅地建物取

引業者とする。 
 
（関連組織への入会） 
第６条   入会して会員になろうとする者は、同時に次の組織に入会しなければなら

ない。 
（１）公益社団法人不動産保証協会 
（２）全日本不動産関東流通センター 

 



2 
 

（入会金等） 
第７条   入会金及び会費等は、県本部運営規程第２条及び諸規定の定めるところに

より、所定の金員を納入しなければならない。 
２．会員は、会費等を納入する義務を負う。 
３．会費等の納入は、毎事業年度の４月１日を納付日と定め、同日から３ヶ月

以内を納付期限とし全額を納入しなければならない。但し、事業年度の途中

で入会する者の会費については、入会の日を納付日とし、当月からの月割金

額の合計額とする。 
４．会員は、すでに納入した入会金及び会費等の返還を求めることができな 
い。 

 
（入会書類等） 
第８条   会員になろうとする者は、県本部運営規定の入会資格審査委員会規定（以

下「規定」という。）第６条の入会書類等を提出しなければならない。 
 
（入会資格審査） 
第９条   川崎市内に事務所を有する宅地建物取引業者から入会申込書等を受け取

った支部長は、規定第７条に則り支部において審査を行い、書類を受け取っ

た日から２週間以内に県本部の入会資格審査委員会の審査を付さなければ

ならない。 
２．前項の支部の審査において、次の行為が認められた場合、承認しないこと

がある。 
（１）入会申込みの際の申告事項に、虚偽の記載があった場合。 
（２）過去に支部から会員資格を取り消されたことがある場合。 
（３）役員会の審査により、入会が承認されなかった場合。 
（４）その他、支部が会員として不適当と判断した場合。 

 
（入会決定の通知） 
第 10 条  県本部長は資格審査の結果、入会を認めた者に対し、支部長を通じ「入会

資格承諾書」を交付する。 
 
 

第３章 会 員 
 
（会員の支部への所属） 
第 11 条  川崎市内に主たる事務所及び従たる事務所を置く県本部に所属する正会員

及び県本部の目的・事業を賛助又は後援する賛助会員（以下「会員」という。）

は、本支部に所属するものとする。 
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（会員の責務） 
第 12 条  会員は、宅地建物取引業法等の業務に関する法令を守り、信義を旨とし誠

実かつ適正なる業務を行い、社会的地位の向上に努めなければならない。 
２．会員は、本会則に定めるところに従い、支部の運営に協力するとともに、

みずから実務の研究に努め、人格の向上を図り品位を保持しなければならな

い。 
 

（会員の網紀処分の申請） 
第 13 条  会員が次の各号のいずれかに該当したときは、支部長は役員会の決議を経

て、県本部長に対し当該会員の除名・退会勧告・会員資格の停止・その他の

網紀処分を申請することができる。 
（１）本会則に反する行為・行動をしたとき。 
（２）本支部の運営に弊害をもたらすとき。 
（３）本支部の名誉を汚したとき又は信用を失わせるような行為があった 

とき。 
（４）消費者その他取引の関係者に損害を与えたとき又は損害を与える恐 

れがあるとき。 
（５）取引の公正を害する行為をしたとき又は取引の公正を害する恐れが 

あるとき。 
（６）法令に違反し、宅地建物取引業者として不適当であると認められる 

とき。 
（７）指定暴力団その他反社会的と認められる団体に所属又は関係してい 

るとき。 
（８）その他綱紀処分をすべき正当な事由があるとき。 

 
 

第４章 役 員 等 
 
（役員・役職者の種類及び定数） 
第 14 条  役員及び役職者は、県本部支部組織運営細則第１５条及び別表に基づき、

定数は次の通りとする。 
      （支部長）       １名 
      （副支部長）      ２名以上６名以内    
      （役員）        ７名以上２０名以内（支部長、副支部長含む） 
      （監事）        ２名以上４名以内 
      （相談役・参与・顧問） 若干名 
 
（役員の選任） 

第 15 条  役員は、正会員の中から候補者を選出し、役員会の審議を経て支部長の承

認後、第２１条の総会において選任し、承認を受けるものとする。 
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２．次の各号に該当するときは、役員になることができない。 
（１）前事業年度までの会費等を完納しないとき。 
（２）宅地建物取引業法に基づく行政処分を受けた日から５年を経過しな 

いとき。 
（３）公益社団法人全日本不動産協会の定款第１１条第１項に規定する網 

紀処分を受けた日から５年を経過しないとき。 
（４）県本部の指定する宅地建物取引業に関する研修を履行していないと 

き。 
（５）選任時において満７６歳以上であるとき。 
（６）指定暴力団その他反社会的と認められる団体に所属又は関係してい 

るとき。 
 

（役職者の選任） 
第 16 条  役職者の選任は、次の通りとする。 

（１）支部長は、次の手順を経て県本部長より委嘱を受けた者とする。 
（手順１）役員の中から立候補者と推薦者を受け付ける。 
（手順２）手順１で受け付けた者の中から役員会において役員の過 
    半数の同意をもって決議し、支部長候補者１名を選出する。 
（手順３）手順２から選出された支部長候補者１名を第２１条の総 
    会において選任し、承認を受ける。 
但し、支部長候補者は、県本部理事又は県本部理事候補者でなければ 

ならない。 
（２）副支部長は、支部長が指名し、役員会の承認を受ける。 
（３）監事は、会員の推薦あるいはそれ相当の経験者の中から候補者を支 

部長が選出し役員会において過半数の同意をもって決議し、第２１条の

総会において選任し承認を受ける。 
（４）相談役及び参与は、県本部役員経験者等で特に功労のあった者の中か

ら、支部長が委嘱する。 
（５）顧問は、学識等経験者の中から支部長が委嘱する。 

 
（役員・役職者の任期） 
第 17 条  役員及び監事の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終

のものに関する第２１条の総会の終結までとする。但し、再任を妨げない。 
２．役員及び監事が欠けた場合又は最低員数が欠けた場合には、辞任または任

期満了により退任した役員及び監事は、後任者が就任するまで、尚その権利

義務を有する。 
３．相談役・参与及び顧問の任期は、これを委嘱した支部長の任期に従う。 

 
 
 
 



5 
 

（役員・役職者の職務及び権限） 
第 18 条  役員及び役職者の職務は、次の通りとする。 

（１）支部長は、支部を代表し県本部長から委任された職務を行う。 
（２）副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故あるとき又は支部長が 

欠けたときは、支部長が予め定めた順位に従い、支部長の職務を代行す

る。 
（３）役員は、役員会を構成し職務を行う。 
（４）役員は、県本部長の業務執行を妨げる行為をすることができず、県本

部長から、その職務に関して指示があった場合には、これに従わなけれ

ばならない。 
（５）監事は、次の各号について監査する。 
   ①役員の職務の執行 
   ②支部の業務執行状況 
   ③支部の会計 
（６）監事は、支部諸会議に出席し意見を述べることができるが、決議権 

を有しない。 
（７）相談役・参与及び顧問は、支部の諸会議に出席し意見を述べることが

できるが、決議権を有しない。 
 

（役員・役職者の解任等） 
第 19 条  役員及び監事が次の各号のいずれかに該当するときは、役員会において役

員の３分の２以上の承認をもって、役員及び監事を解任することができる。

この場合においては、役員及び監事に対し、予め弁明する機会を与えなけれ

ばならない。 
（１）心身の故障のため職務の執行に堪えられないと認められたとき。 
（２）正会員の資格を失ったとき。 
（３）辞任の申し出をしたとき。 
（４）支部の信用を傷つけたとき。 
（５）職務上の義務違反・会費の未納、その他役員又は監事として、ふさわ

しくない行為があると認められるとき。 
（６）会議に正当な理由なく、引き続き３回以上出席しなかったとき。 
（７）支部の活動に協力的でないとき。 

２．前項の規定にかかわらず、支部長である支部役員の解任は、県本部理事会

の決議を経なければ、その効力を有しない。 
３．支部長が県本部理事の地位を失ったときは、当然に支部長の地位を失う。 

 
（役員・役職者の報酬等） 
第 20 条  役員及び監事は、無報酬とする。 
    ２．支部役員に対しては、役員会において定めるところにより、日当及び費用

を支給することができる。  
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第５章 総 会 等 

 

（会議の種類） 
第 21 条  会議は、総会・役員会・正副支部長会・委員会とする。 
 
（総会） 
第 22 条  総会は、正会員をもって構成し、定時総会と臨時総会とする。 
 
（総会の招集） 
第 23 条  総会は、本部長又は本部長より委任を受けた支部長がこれを招集する。 

２．定時総会の招集は、開催日の１週間前までに各会員に対し、会議の目的・

日時場所・議案を記載した書面で通知しなければならない。 
３．定時総会は、毎事業年度終了後３０日以内に１回開催するものとする。 
４．臨時総会は、県本部理事会が必要と認めた場合に開催する。 

 
（総会の議長等） 
第 24 条  総会の議長及び副議長は、総会において出席正会員の中から選出する。 
 
（総会の報告事項） 
第 25 条  総会は、次の事項について報告する。 

（１）事業活動報告 
（２）決算報告 
（３）監査報告 
（４）次年度の事業活動計画 
（５）次年度の収支予算 
 

（総会の審議事項） 

第 26 条  総会は、次の事項について決議する。 
（１）支部職務執行者の選任 
（２）県本部役員候補者の選出 
（３）県本部代議員の選出及び解任 
 

（総会の議決権） 
第 27 条  総会における議決権は、正会員１名につき１個とする。 
 
（総会の決議） 
第 28 条  総会は、本会則に定めたものの他、正会員の過半数の出席がなければ開会

することができない。 
２．総会の議事は、本会則に別に定めたものの他、出席正会員の過半数の承認

をもって決する。 
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３．出席できない正会員は、他の出席者に表決権の行使を委任することができ

る。この場合において、その正会員は出席したものとみなす。 
 
（総会の議事録） 
第 29 条  総会の議事は、議長が次の事項を記載した議事録を作成し、出席正会員よ

り選出された議事録署名人２名以上が、署名押印しなければならない。 
（１）会議の目的・日時及び場所 
（２）正会員の現在数及び出席者数 
（３）議決権の代理行使又は書面による議決権のある場合には、その数 
（４）議事経過の概要及び表決の結果 
（５）議事事項 
（６）議事録署名人の選任に関する事項 

２．議事録は、支部の事務所に保管するとともに、その写しを県本部に提出し

なければならない。 
 
 

第６章 役 員 会 等 

 
（役員会） 
第 30 条  役員会は、役員をもって構成し、過半数の出席がなければ開会することが

できない。 
２．役員会の議事は、出席役員の過半数の同意をもって決する。 
３．前項の規定にかかわらず、会員の網紀処分申請の議決は、総役員の３分の

２以上の同意をもって決する。 
４．役員会に出席できない役員は、他の出席者に表決権の行使を委任すること

ができる。この場合において、その役員は出席したものとみなし次の事項を

決議する。 
（１）県本部理事会の決議に基づく支部の業務執行の決定 
（２）役員の職務の執行の監督 
（３）会員の網紀処分申請の決定 
（４）本会則及び県本部理事会において定められた事項 
（５）その他支部運営全般に関する事項 

 

（役員会の招集） 
第 31 条  役員会は、支部長が招集する。 

２ 前項の規定にかかわらず、第１６条第１項の規定により支部長候補者が選

出されたときは、地方本部の組織及び運営に関する規則第４１条第２項に基

づき支部長が選任されるまでの間、支部長候補者が支部役員会を招集するも

のとする。 
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（正副支部長会） 
第 32 条  正副支部長会は、支部長・副支部長・委員長をもって構成し、必要に応じ

て各役職者を招集し、支部運営全般に関することを協議する。 
 
 

第７章 委 員 会 

 
（委員会） 
第 33 条  支部の事業の円滑な運営を図ることを目的とし、役員会の決議を経て、各

委員会を設ける。 
２．委員会は、役員で構成し、定数は次の通りとする。 

（委員長）   １名 
（副委員長）  １名以上 
（委員）    委員会別に定める 

３．各委員会の委員長及び副委員長・委員は、支部長が委嘱する。 
４．委員長は、委員会に関する協議事項等を、事前に正副支部長と協議・相談

し、各委員と連絡を密にし、委員会を運営して行くものとする。 
５．副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故ある時は委員長の職務を代行

する。 
 
 

（総務委員会） 

第 34 条  総務委員会の所管事項は、次の通りとする。 
（１）新入会員の資格審査に関する事項 
（２）会員の入会・退会の手続きに関する事項 
（３）事務局職員に関する事項 
（４）会員名簿の作成及び配布に関する事項 
（５）会員の管理に関する事項 
（６）慶弔並びに疾病又は災害の見舞いに関する事項 
（７）会員の福利厚生に関する事項 
（８）官公庁及び関係団体との連絡に関する事項 
（９）その他庶務一般及び各委員会に属さない事項 
 

（財務委員会） 
第 35 条  財務委員会の所管事項は、次の通りとする。 

（１）予算・決算に関する事項 
（２）会計・経理・帳簿・伝票及び証拠書類の保管、財産管理に関する事項 
（３）会費徴収に関する事項 
（４）金銭の出納に関する事項 
（５）その他財務関係に関する事項 
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（組織広報委員会） 
第 36 条  組織広報委員会の所管事項は、次の通りとする。 

（１）組織の充実強化に関する事項 
（２）会員の親睦・交流に関する事項 
（３）業界団体との交流及び提携に関する事項 
（４）会報の発行に関する事項 
（５）その他組織の広報宣伝に関する事項 
（６）一般向けのセミナー及び相談会に関する事項 

 
（教育流通委員会） 
第 37 条  教育流通委員会の所管事項は、次の通りとする。 

（１）会員及び従業者等の教育研修に関する事項 
（２）実務指導に関する事項 
（３）研修会・講習会・講演会の企画及び他委員会との調整に関する事項 
（４）不動産流通機構に関する事項 
（５）情報機器の調査研究及び紹介に関する事項 
（６）不動産市場の調査及びその資料の公表に関する事項 
（７）不動産に関する統計資料の収集、作成及び公表に関する事項 
（８）不動産流通に関する研究会の開催に関する事項 
（９）全日不動産ローンに関する事項 
（10）その他不動産流通の近代化に必要な事項 
 

（所属委員会以外の活動） 

第 38 条  役員は、支部長が必要があると判断し指示した場合、所属委員会以外の職

務を行うものとする。 
 
 

第８章 会 計 

 
（事業年度） 
第 39 条  支部の事業年度は、毎年４月１日から翌３月３１日までとする。 
 
（事業活動計画及び予算） 
第 40 条  支部長は、毎事業年度の開始の日の８０日前までに、次の書類を作成し、

役員会の承認を受け、総会において報告しなければならない。 
（１）事業活動計画書 
（２）収支予算書 

２．支部長は、毎事業年度の開始の日の７０日前までに、前項の承認を受けた

書類を県本部長に提出し、事業年度開始の日の６０日前までに、県本部理事

会の承認を受けなければならない。 
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３．県本部理事会において第１項各号の書類の内容が変更された場合には、支

部は変更内容に基づいて事業及び予算を執行しなければならない。 
 
（事業活動報告及び決算） 
第 41 条  支部長は、毎事業年度終了後、次の書類を作成し、監事の監査を経た上で、

役員会の承認を受け、総会において報告しなければならない。 
（１）事業活動報告書 
（２）貸借対照表 
（３）収支状況表 

２．前項の承認を受けた同項各号に掲げる書類は、毎事業年度の経過後３０日

以内に、県本部長に提出し、県本部理事会の承認を受けなければならない。 
 
 

第９章 雑 則 
（事務局） 
第 42 条  本支部の事務を処理するため、本支部に事務局を置く。 
 

（会則の変更及び改廃） 
第 43 条  本会則の変更は、役員会において役員の３分の２以上の承認をもって決議

し、県本部長へその変更を届けなければならない。 
２．県本部支部組織運営細則第３５条及び附則に基づき細則が変更または改廃

した場合は、本会則も同様に変更または改廃するものとする。 
 

 

 

附 則 

 
  本規約は、平成１０年 ４月２１日から施行する。 

平成１２年 ４月２０日  一部改正 
平成１４年 ５月３１日  一部改正 
平成１７年 ４月２６日  一部改正 
平成１９年 ４月２４日  一部改正 
平成３０年 ２月１３日  一部改正 

（平成２９年３月２４日施行の県本部支部組織運営細則に準用） 
 
 
 
 
 
 
 


